
音第 3 章 騷

第 僅 節 騒 音 の 現 況

1 概 要

騒音は各種公害の中で も 、 日常生活に特に関係の深い ものであ るが、 そ の発生源は多種多様であ り 、

音量、 音質、 発生時間等に よ っ て受け る被害 も異 る 。 昭和 5 9 年度の騒音苦情は、 全苦情件数 1 9 3

件の 1 7 % に当た る 3 2 件を 占 め、 こ の う ち製造業に伴 う 騒音が 1 2 件 と最 も多 く 、 次いで商店、 飲

食店営業に伴 う 騒音が 8 件、 家庭及び交通機関によ る も のがそれぞれ 2 件と な っ てい る 。

2 各 種 騒 音 測 定 調 査 結 果

( 1 ) 自動車騒音調査

環境週間 ( 6 月 5 日 ~ 1 1 日 ) の行事の一つ と して、 鳥取市 6 地点、 倉吉市 3 地点、 米子市 6 地

点及び境港市 3 地点。十 1 8 地点に おいて 自動車騒音測定を し、 併せて交通量 (原付自動二輪車以上)

を凋査 し た。 (表 8 8 )
　　 　　 　 　　　 　

こ の捌査は騒音に係 る環境基隼に基つ く 測定方法で行い、 その中央値の平均値を見れば、 鳥取市 ミ

6 4 ~ 7 0 ホ ン(創、 倉吉市 6 9 ~ 7 1 ホ ン園、 米子市 6 5 ~ 7 3 ホ ン {錫、 境港市 5 7 ~ 6 8 ホ ン飽

であ り 、 鳥取市の県庁前、 大村薬局前及び米子市の米子駅前御寮 、て環境粥豊書目当とみなされる値に不適合

であ るが 騒音規制法第 1 7 条に規定する指定地域内における 自動車騒音の限度と比較す る と各市

と も限度以下であ っ た。

( 2 ) 環境騒音実態凋査

昭和 5 9 年度中 に 、 騒音規制法に基づ く 規制地域の指定を行 っ てい る 4 市 ( 3 2 地点) 及び港湾

埋け事業に伴 う 騒音監視地点 1 市 ( 8 地点) 。十 4 市 ( 4 0 地点0 で実施 し た澗査の結果は表 8 9 の

と お り であ る 。

凋査結果を見る と環境基隼A に相当する地域 (主 と して住居の用 に供さ れる地資の 及び環境基準

B に相当する地域 (相当数の住居 と併せて商業、 工業等の用 に供 さ れる地域 では環境基準相当の

適合率はそれぞれ 3 3 %及び 5 5 %であ っ た 。

ま た･ 道路こ面する地域と面 さ なぃ地域で見て も 、 道路に面する地域での環境基隼相 当 の適合地

2 0 % 、 そ の う ち 、 A相当類型では 0 % 、 B 相当類型では朝 昼 夕 夜間は、 それぞれ 3 0 %

4 0 % 3 0 % 6 0 % と な っ てお り 、 朝 ･ 夕が悪か っ た。

道路に面 さ ない地域の適合率は 7 6 % 、 そ の う ち 、 朝 ･ 昼驫日扱び夕でそれぞれ 8 0 % 9 5%及び8 0 %

と 良いが、 夜間は 5 0 % と悪か っ た。 こ の よ う に道路に面する地域での適合率が悪いが しか し い

っ れの地域において も騒音規制法第 1 7 条に規定する 自動車騒音の限度をほ と んど満足 してい る 。
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表 8 8 昭和 5 9 年度環境週間行事におけ る 自動車騒音測定結果

適否 と は環境基華のあてはめを行っ た場合の判定

※ 印は、 片側車線の車両台数

※ 1 は道路舗装工事のため、 若桜橋附近 く定有堂書店前) に移動 した。

※ 2 は社屋工事のため米子市公会堂前に移動 した。

※ 3 は昭和 5 6 年ま では中国電気工事境港出張所前
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自 動 車 騒 音

総車両通過台数 (大型車)

(台 / 1 0 分間)

騒 音 レ ベ ル

〔中央値ホ ン (A) 〕
環境基準相当値
〔中央値ホ ン (A) 〕

相当 と み
な される

地 域 の適否環境基準相当
自動車騒音
の 限 度

〔中央値ホ れ朝

区域の

区 分

区域の

区 分

最高値 最低値 平均値
相当 と み
な される

地 域 5 6 年度 5 7 年度 5 8 年度 5 9 年度5 5饑 5 6饑 5 9 年度

鳥取市
鳥 取 駅 前 永薬温泉町

2 車 線
を こ え る

6 7 6 5 6 6 B 65 以下 X 第 3 種 8 0 6 3 6 6 覆に 6 6 1 40 の 1 33 (1 の 71 ( 済 1 40 (19 1 3 3 (1 の

※ 1 日 交 旅 行
セ ン タ ー 前

末広温泉町
2 車 線
を 7 え る

7 2 6 9 7 0 イン イン X んソ イン 6 8 6 9

る搬に
7 0 341 (2の 206 ( 1 の 78 ( あ 205 (1の 1 65 ( 1 の

県 庁 別 東 町
2 車 線
を こ える

6 6 6 2 6 4 イン れソ ○ " れソ 6 4 6 4 て ′ 6 4 1 43 ( 19 1 33 ( 1の 1 45 ( 1の 152 (1の 1 43 ( 1 の

大 村 薬 局 前 片 原 2 車 線 6 7 6 2 6 5 れソ んソ ○ イン 7 5 6 5 6 6 7 o 爾 6 5 1 62 (の 1 50 ④ 61 ( 済 1 38 くり 1 32 ②

鳥取警察署附近
(魚達会食勧

青 葉 町 2 車 線 7 1 6 9 70 A 55 以下 X 第 2 種 7 0 6 8 7 1 7 0 薹 7 0 258 ( 1の 劫8 (2の 283 (2の 295 (圏 28o (2の

面 谷 外科 附近 吉 方 町
2 車 線
を こ え る

7 0 6 6 6 8 " 60 以下 X メソ 7 5 6 6 6 7 6 8 釀 6 8 1 77 ( 1の 1 80 ( 1 の 1鵠 (1 の 1 89 (1の 1 85 ( 1 9

米子市
米 子 駅 前 明 治 町

2 車 線
を こ え る

6 6 6 4 6 5 B 65 以下 ○ 第 3 種 8 0 6 7 6 9 6 8 圏鬮 6 5 1 92 (21) 1 88 (2の 1 1 7 ( 4 ) 1 1 8 (の 1 38 くり

中 国 電 力 前 加 茂 町
2 車 線
を こ え る

7 3 7 0 7 2 れソ " X れソ れソ 7 1 7 2 7 小暮 7 2 356 (49 365 ( 53り 2 56 (3め 246 6の 23 4 (3 1)

※2

明 治 生 命 前
角 盤 町

2 車 線
を こ え る

7 1 6 9 7 0 たソ れソ X れソ れソ 7 1 7 2 7小さl醗 7 0 333 (③ 36 1 (43り 30 2 (3 1) 3 1 3 6の 333 (3の

消 防 署 附 近
(理容セ ン ス前)

富 士 見 町
2 車 線
を こえ る

7 1 6 7 6 9 メソ たソ X れツ れソ 6 9 6 9 6 6 鱗 6 9 263 (2の 滋 (2の 1 27 ( あ 247 (1の 255 (1 の

鳥 取 銀 行
米 子 支 店 前

西 福 原
2 車 線
を こ え る

7 4 7 1 7 3 イン れッ X たソ れソ 7 3 7 3 7 0 月簾 7 3 377 (36り 349 (43り 2 05 ( 1 あ 347 @の 358 (2の

隠 樹 淺 築
事 務 所 前

米 原
2 車 線

を こ え る
7 6 6 8 6 9 A 60 以下 X 第 2 種 7 5 6 8 6 7 6 8 輔導 6 9 326 (36 264 (32り 1 75 ( 1あ 366 ぐ3 5り 3 1 4 (2の

倉吉市
旧 打 吹 駅 前 明 治 町 2 車 線 7 4 68 7 0 B 65 以下 X 第 3 種 メソ 7 0 6 8 7 0 自 慰ヌ 7 0 99 g 1 21 ③ 94 ( 7 ) 1 0 1 くり 1 08 (の

倉 吉駅前 通 り 上 井
2 車 線
を こ え る

7 2 7 0 7 1 " パン X イン 8 0 6 9 6 9 6 8 自 学まず 7 1 228 ( 18 231 (2の 258 ( 1 の 器8 (1 の 208 ( 1の

宮川町 ロータ リ ー 宮 川 町
2 車 線
をこ え る

7 2 6 7 6 9 んツ んヅ X イン んソ 6 7 7 0 6 8 - ! 6 8 6 9 223 ( 1 5 21 5 ( 1の 1 90 ( 7 ) 2め ぐり 208 (の

境港市
鳥 取 銀 行
境 港 支 店 前

上 道 町 2 車 線 6 9 6 7 6 8 A 55 以下 X 第 2 種 7 0 6 7 6 8 6 6 - 6 8 6 8 1 29 (12 1 0 2 ( 12 1 1 6 ( 1 の 1 1 1 ( 1 1) 1 1 1 ( 19

境 港公民館 前 湊 町 2 車 線 6 7 6 1 6 4 たソ んツ X たり れソ 6 3 6 4 6 4T言、 6 4 1 1 3 (1の 1 0 6 ( 1 3 97 (9 ) 1 00 ( 1 1) 1 1 2 ( 1 の

※ 3 山陰合同銀行
境 西 支 店 前

外 江 町 2 車 線 6 1 53 5 7 たソ " X " イン 5 9 6 1 可 6 0 5 7 59 (G 54 @ 52 { 3 ) “ ⑧ 62 くり

(注) 測定値は午前 8 時か ら午後 4 時ま での 2 時間お き 5 回の測定
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表 8 9 昭和 5 9年度 環境騒音凋査結果
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第 2 節 騒音の防止対策

1 法 ･ 条例に よ る規制

( 1 ) 騒音に係 る環境基隼

公害対策基本法第 9 条の規定に基づ く 、 ｢騒音に係 る環境基隼｣ について は 、 昭和 4 6 年 5 月 2 5

日付け閣議決定によ り 騒音に係る環撹売上の条件について生活環境を保全 し、 人の健康の保護に資する

う えで、 維持さ れる こ とが望ま し い基隼 (以下 ｢環境基隼｣ と い う 。 ) と して定め られて い る 。

(表 9 0 )

なお 、 当環境基準は 、 地域の類型あて はめ制を と っ て い るが 、 本県において は 、 昭和 6 0 年 3 月

3 1 日 現在、 地域の類型あて はめは行っ てい ない。

環境基準は 、 地域の類型及び時間の区分ご と に次表の基準値の欄に掲げ る と お り とす る 。

表 9 0 騒音に係る環境基隼 (昭和 4 6 年 5 月 2 5 日 閣議決定)

地域の類型
時 間 の 区 分

該 当 地 域
届 間 朝 ･ 夕 夜 間

A A 45 ホ ン(A)以下 40 ホ ン(A)以下 35 ホ ン(A)以下 環境基準に係る水域及び地域の指定権
限の委任に関す る政令 (昭和 4 6 年政
令第 1 59 号) 第 2 項の規定に基づき都
道府県知事が地域の区分ご と に指定す
る地域

A 50ホ ン(A以下 45ホ ン(A)以下 40ホ ン(A)以下

B 60 ホ ン(A)以下 55 ホ ン(A)以下 50ホ ン(A)以下

(注) 1 . A A をあてはめ る地域は療養施設が集合 して設置 さ れる地域など と く に静穏を要する地

域と する こ と 。

2 A をあてはめ る地域は主 と して住居の用 に供さ れる地域 とする こ と .

3 B をあてはめ る地域は相当数の住居 と併せて商業、 工業等の用 に供 さ れ る地域 とする こ

と 。

ただ し 、 次表に掲げる地域に該当する地域 (以下 ｢道路に面する地域｣ と い う ) につ い

ゆ てはそ の環境基魯ま‐上表こ よ らず次表の基準値の欄に掲げ る と お り とす る o

地 域 の 区 分
時 間 の 区 分

尽 間 朝 ･ 夕 夜 間

A地域の う ち 2 車線を有する道路に面する地域 55ホ ン(A)以下 50ホ ン(A)以下 45ホ ン(A)以下

A地域の う ち 2 車線を越える車線を有する道路に面する地域 60ホ ン(A)以下 55ホ ン(A)以下 50ホ ン(A)以下

B地域の う ち 2 車線以下の車線を有する道路に面する地域 65ホ ン(A)以下 60ホ ン(A)以下 55ホ ン(A)以下

B地域の う ち 2 車線を越える車線を有する道路に面する地域 65ホ ン(A)以下 65ホ ン(A)以下 60ホ ン(A)以下

備考 車線 と は 1 縦列の 自動車が安全かつ円滑に走行す る ため に必要な一定の幅員を有す る帯状の

車道部分をい う 。
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表 9 1 一般的な騒音 レベル

ホ ン 状 況

1 4 0 極度の聴力障害

1 3 0 最大可聴限界

1 2 0 飛行機の エ ン ジ ンの近 く

1 1 0 自動車の ク フ ク シ ョ ン 、 船の機関室内

1 0 0 高速列車の近傍

9 0 組立工場、 やかま し い地下鉄

8 0 交通のはげ し い交差点

7 0 電話のベル ( 1 m )

6 0 会。舌 ( l m ) 、 一般の事務室内

5 0 普通の事務室、 静かな住宅地

4 0 静かな図書館

3 0 深夜 、 フ ジオ ･ テ レ ビ放送のス タ ジオ内

2 0 人の さ さ や き

1 0 木の葉の音

0

難

聴
作 会

惹 業 。舌

能 了

起 率 解
の の

低 低

下 下

(2 ) 騒音規制法

騒音規制法では、 騒音を防止す る こ と によ り 生活環境を保全すべき地域を知事が指定 し く法第 3

条第 1 項) 、 こ の指定地域内 にあ る工場 ･ 事業場におけ る事業活動に伴 う 騒音 (法第 2 条第 1 項及

び第 2 項) 、 建設工事に伴っ て発生す る騒音 (法第 2 条第 3 項) を規制す る と と も に 、 自動車か ら

発生す る騒音の許容限度 (法第 1 6 条) を定め 、 更に道路交通に起因す る 自動車騒音について対策

を要。青 く法第 1 7 条) でき る こ と と して い る 。

本県におけ る地域指定状況は、 表 9 2 と表 9 3 の と お り であ る 。

　
表 9 2 地域指定状況

告 示 年 月 日 地 域 指 定 市 町 村 名

昭和 4 9 年 9 月 1 7 日
(県告示第 778 号~第 780 号)

鳥取市及び米子市の一部

昭和 5 0 年 5 月 3 0 日
(県告示第 476 号~第 478 号)

倉吉市及び境港市の一部

昭和 5 4 年 7 月 6 日
(県告示第 575 号~第 577 号)

国府町、 郡家町及び 日 吉津村の一部
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表 9 3 騒音規制の区域の区分 と 用途地域の関係

/@

特定工場等にお いて発生す る騒音につ いて規制す る 区
域並びに 自動車騒音の限度に係 る 区域。

都中 。十画法に基づ く
用 途 地 域 の 区 分

特定建設作業に伴 っ
て発生す る騒音につ
いて規制す.る 区域。用 途 地 域

第 1 種区域
良好な住居の環境を保全する ため 、 特に静穏の保持

を必要とす る 区域。

第 1 種住居専用地域

第 1 号区域
(第 4 種区域の う ち
学校、 保育所、 病院、
。分療所、 図書館及び
特別養護老人ホ ー ム
の敷地の周囲約 8 0
m以内の区域を含むり

第 2 種住居専用地域

第 2 種区域
住居の用 に供 さ れてい る ため、 静脳の保持を必要と

す る 区域。

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 3 種区域
住居の用 にあわせて商業、 工業等の用 に供さ れてい

る 区域であ っ て、 その区域内の住民の生活環境を保全
する ため、 騒音の発生を防止する必要があ る 区域。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

第 4 種区域
主 と して工業等の用 に供 さ れてい る 区域であ っ て、

その区域内の住民の生活環境を悪化 さ せな いため 、 著
し い 騒音の発生を防止する必要があ る区域。

工 業 地 域 第 2 号区域

指 定 地 域 か ら 除 外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら除外

(住) 規制の区域を示す図面は 、 県庁環境保全県、 関係市役所及び町村役場公害相当課に備え置

き 、 一般の縦覧に供 して い る 。

ア 工場、 事業場騒音

工場、 事業場騒音について規制の対象と な る のは 、 指定地域内 にあ っ て 、 特定施段 (政令第 1

条) を設置 して い る工場及び事業場 (特定工場等と い う 。 ) であ る 。

特定工場等に は 、 規制基隼の遵守義務が課せ られてお り 、 知事 (指定地域市町村長に事務委任。

以下同 じ 。 ) は、 規制基準に適合 しな い こ と “こ よ り 、 周辺の生活環境が損なわれる と認め る場合に、

。十画変更勧告や改善勧告、 更には改善命令を行 う こ とができ る 。

@ 表 9 4 特定工場等にお いて発生す る騒音についての規制基隼

区域 区分
＼＼、時間の
＼＼}
＼＼、の区分

暦 間
午前 8 時か ら 、
午後 7 時までノ

朝 夕
午前 6 時か ら午前 8 時ま で、
午後 7 時か ら午後10時ま でノ

夜 間
午後10時か ら ･
翌 日 の午前 6 時ま でノ

第 1 種区域 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン 4 5 ホ ン

第 2 種区域 6 0 ホ ン 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン

第 3 種区域 6 5 ホ ン 6 5 ホ ン 5 0 ホ ン

第 4 種区域 7 0 ホ ン 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン

<基隼値は特定工場等 (騒音規制法施行令別表第 =こ定め る施設を装置す る工場 事業場) にお い

て発生す る騒音の特定工場等の敷地の境界線上にお け る大き さ 。 >
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イ 建設作業騒音

建設作業騒音について規制の対象と な るのは 、 指定地域内にお いて 、 建設工事を施工する場合

に 、 特定建設作業 (政令第 2 条) を伴 う 作業であ る 。

特定建没作業には 、 届 出義務 (法第 1 4 条) が課せ られて い る 。 ま た 、 市町村長は、 特定建設

作業に伴い発生す る騒音が一定の規制基準に適合 しな い こ と によ り 、 生活環境が著 し く 損なわれ

る場合にお いて は、 必要な勧告、 命令の措置 (法第 1 5 条) を採る こ とができ る 。

表 9 5 特定建設作業に伴っ て発生す る騒音についての規制基隼

き
≧

①く い打機

( も んけん

を除 く 。 )

く い打機又

は く い打 く

い抜機を使
用す る作業

(圧入式及

ひア ー ス オ

一 ガー を併

用す る作業

を除 く 。 )

②び ょ う 打

機を使用す

る作業

③さ く 岩機
を使用する

作業 ( 1 日
5 0 m以上

移動す る作

業を除 く 。 )

④空気圧縮
機 (電動で
な く 出力 1 5
KW以上の

も の ) を使

用す る作業
(さ く 岩機
の動力 と し

て使用す る
場合を除 く ◇

⑤ コ ン ク ノ
一 ト フo フ ン

K容量 0 .45

盂以上) 又

は ア ス フ ァ
ノレ ト フo フ ン

ト ぐ容量 200
kg以上) を

長けて行 う

作業 (モル
タ ル製造す
る場合を除

く 0 )

適用除外
作業場所の
敷地境界線
か ら 3 0 m
の地点にお
け る騒音

8 5 ホ ンを

超えないこ と

8 0 ホ ンを

超えないこ と

7 5 ホ ンを

超えないこ と

7 5 ホ ンを

超えないこ と

7 5 ホ ンを

超えないこ と

作 業
禁止の
時間帯

富籤
午後 7 時
~午前 7 時

午後 7 時
~午前 7 時

午後 9 時
~午前 6 時

午後 9 時
~午前 6 時

午後 9 時
~午前 6 時

災害罪"常の事態、
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運転、 道路法及び
道交法の 占用及び
許可の夜間指定

2 号
区域

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

作 業
時間の
長さ の
制 限

蟻 1 日 1 0時間 1 日 10時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 10時間 1 日 で完了する作
業、 災害の事態、
人の生命、 危険防
止錫 1 日 14時間 1 日 1 4時間 1 日 1 4時間 1 日 1 4時間 1 日 14時間

連続 し
て作業
する こ
と ので

載 る 日 愕隙一鴛識
6 日 間以内 6 日 間以内 6 日 間以内

1 か月 以内 1 か月 以内
災害、 非常事態、
人の生命、 危険防
止

2 か月 以内 2 か月 以内

作 業 を

禁止す る 日

日 曜 日

その他の休
日

日 曜 日

その他の休
日

日 曜 日

その他の休
日

日 曜 日

そ の他の休
日

日 曜 日

その他の休
日

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運転、 道路法及び
道交法の 占用及び
許可の夜間指定

の
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ウ 自動車騒音

騒音規制法では 、 自動車構造の改善によ り 自動車騒音の防止を図 るため 、 環境庁長官が自動車

騒音の大き さ の 。午容限度を定め 、 こ れを道路運送車両の保安基準において担保する こ と と して い

る 。 ま た 、 指定地域内にあ っ て 、 市町村長が 自動車騒音について 、 そ の測定 レベルが二定の限度

を超え 、 道路周辺の生活環境が著 し く 損なわれ る と 認め る と き は 、 都道府県公安委員会に対 して

道路交通法の規定によ る措置を と るべき こ と を要請 し 、 ま た必要に応 じ 、 道路管理者等に対 し 、

道路構造の改善そ の他の 自動車騒音の大き さ の減少に資す る 事項に関 し 、 意見を述べ る こ とがで

き る 。

表 9 6 騒音規制法第 1 7 条第 1 項の規定に基つ く 指定地域内におけ る 自動車騒音の限度

区 域 の 区 分
時 間 の 区 分

居 間 朝 ･ 夕 夜 間

1 第 1 種区域の う ち 1 車線を有する道路に面す る 区域 55ホ ン 50ホ ン 45ホ ン

2 第 2 種区域の う ち 1 車線を有す る道路に面す る 区域 60ホ ン 55ホ ン 50ホ ン

3 第 1 種区域及び第 2 種区域の う ち 2 車線を有す る道路に面す る 区域 70ホ ン 65ホ ン 55ホ ン

4 観臟稜蟹第 2 種区域の う ち 2 車線を こえ る 車線を有す る道路 75ホ ン 70ホ ン 60ホ ン

5 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 1 車線を有す る道路に面す る 区域 70ホ ン 65ホ ン 60ホ ン

6 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 2 車線を有す る道路に面す る区域 75ホ ン 70ホ ン 65ホ ン

7 盤露認び第 4 種区域の う ち 2 車線を こ え る 車線を有す る道略 80ホ ン 75ホ ン 65ホ ン

(3 ) 鳥取県公害防止条例 (昭和 4 6 年 1 0 月 1 2 日鳥取県条例第 3 5 号)

近時、 ビ ル等の増加に伴い冷房用の ク ー ノ ングタ ワ ー の騒音が問題 と な っ て い るが こ れを条例

によ り 騒音関係特定施役 (表 9 7 ) と し て 、 昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら規制が行われてお り 、 規制地

域及び規制基準は騒音規制法に準拠 して い る 。

ゆ 表 9 7 鳥取県公害防止条例によ る 騒音関係特定施役の規模

施 役 名 規 格

ク ー ノ ン グタ ワ ー 送風機の原動機の定格出力が 0 . 7 5 キ ロ ワ ト 以上の も の に限る 。

ま た 、 深夜の静穏を保持す る ため 、 全県下の工場、 事業場のすべて の事業活動に伴 う 深夜 (午後

1 0 時か ら翌 日 の午前 6 時ま で) の騒音を昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら規制 して い る 。 事業活動すなわ

ち 、 物の製造、 加工に伴 っ て発生す る騒音の ほか 、 例えば飲食店を営む こ と に よ っ て発生す る音楽

放送、 ･ ソ ド 演奏、 カ フ オ ケ及びき ょ う 声な どの騒音 も含めて規制を行 っ て い る 。
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表 9 8 鳥取県公害防止条例に よ る深夜騒音の規制基準

区 域 の 区 分 基 準 値

1溌夢嬰鼾第 3 条第 項の規定に基づ いて指定さ れた第 3 種区域及び知事か別に定 5 0 ホ ン

2 . 騒音規制法第 3 条第 1 項の規定に基づ いて指定 さ れた第 4 種区域及び知事が別 こ定
め る区域。

6 5 ホ ン

3 1 及び 2 に掲げる 区域以外の区域。 4 5 ホ ン

甥 航空機騒音に係る環境基準

公害対策基本法第 9 条の規定に基づ く 、 ｢航空機騒音に係る環境基隼｣ については 、 昭和 4 8 年

1 2 月 2 7 日 付環境庁告示第 1 54 号に よ り 騒音に係る環境上の条件につ き 、 生活環境を保全 し 、 人

の健康の保護に資す る う えで維持す る こ とが望ま し い航空機騒音に係 る基準 (以下 ｢環境基隼｣ と

い う 。 ) と し て定め られてい る 。 (資料 7 参照)

本県にお いては〉鳥取市こ鳥取空港 (管理者 鳥取県) と境港市に美保飛行場 (管理者 : 防衛庁、◎
共用飛行場) の 2 つがあ り 、 環境基準に基づ く 飛行場の区分は 、 鳥取空港の場合第 3 種空港に該当

する飛げ場であ り ま た , 美保飛行場の場合は、 自衛隊等が使用する飛行場であ り 、 第 2 種空港Aに

準 ずる飛行場に該当す る ものであ るが~ 両飛行場 と も現在、 環境基準の地域の類型あてはめは行 っ

て篤 、 ない。

2 特定施設等の届出状況

(鉛 騒音規制法によ る特定施設の届出数

表 9 9 特定施設の種類別届出数
(昭和 6 0 年 3 月 3 1 日現在)

種 類＼＼＼~＼市廻村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 合 。十

1 金 属 加 工 機 械 1 5 8 1 1 5 6 6 1 7 4 3 6 0

2 空 気 圧 縮 機 等

3 土 石 用 破 砕 機 等

2 4 4 1 9 7 1 2 2 5 9 2 2 8 6 7 1 2

1 2 2 1 4

4 織 機

5 建 設用 資材製造機械 2 6 3 11 ′1且- 1 3

6 穀 物 用 製 粉 機

7 木 材 加 工 機 械 4 6 1 2 2 4 5 6 3 2 2 2 4

8 抄 紙 機 2 1 6 9

9 印 刷 機 械 1 0 1 7 3 2 9 5 2 2 1 0

1 0 合成樹脂用射出成形機 9 1 0 1 2 0

1 1 鋳 型 造 型 機 1 1 1 1

。十 5 7 4 5 2 4 2 7 5 8 4 4 1 2 1 0 0 1 , 5 7 3

届 出 工 場 ･ 事 業 場 9 5 1 0 4 4 6 2 3 3 9 4 2 8 4
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( 2 ) 騒音規制法によ る特定建設作業の届出数

表 1 0 0 特定建設作業の種類別届出数
(昭和 6 0 年度中)

種 類 ＼＼道雫町村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 合 。十

1 産業打機等を使用する 2 5 8 9 3 7 2

2 搾#打機を使用する

3 乘 く 岩機雑用す る作 6 2 3 2 3 1

4 穰圧縮機を使用する 14 4 5

5 等差灸汐壱g作業 ト

。十 9 8 5 1 1 3 1 0 8

(3 ) 鳥取県公害防止条例によ る騒音関係特定施設届出数

表 1 o 1 騒音関係特定施設届出数 (昭和 6 0 年 3 月 3 1 日 現在)

種 類 ＼＼~＼亜町村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 合 。十

ク ノ ン グ タ ワ ー 2 0 8 1 9 1 3 4 1 7 5 4 5 5

届 出 事 業 場 1 2 3 1 2 0 3 1 1 4 3 2 9 1
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第 4 章 振 動

第 1 節 振動の現況

1 概 要

振動は 、 そ の発生源が生産工場、 建築 ･ 土木工事、 交通機関等が主体と な っ てお り 、 騒音と 同様に

感覚的、 かつ 、 心理的な要素が加わ り 、 不快感や気分がイ フ イ フ す る等の被害を与え 、 ま た 、 振動が

大き か っ た り 、 発生源が近接 して い る場合は、 壁、 タ イ ル等の ヒ ビ割れ、 屋根がわ ら のズ レ等の物的

被害を生 じ る 。 (表 1 0 2 )

昭和 5 9 年度の全苦情件数 193 件の う ち 、 振動苦情は 6 件 ( 3 % ) で発生源別に見る と 、 建築 土

木工事に伴 う も のが 4 件、 製造業に伴 う ものが 1 件、 そ の他が 1 件と な ってい る 。

　
表 1 0 2 地震と振動 レベル

気 象庁 震 度 階 級 ( 1 9 4 9 年)

0 無感 ( No f ee l mg )

人体に感 じな いで地震。十に 。離縁 さ れる程度

加速度 0 . 8 g鋭 く55 〔茸; ) 以下

I 微震 ( s l l ght )

静止 して い る人や 、 特に地震に注意深い人だけ に感ずる程度の地震

0 . 8 ~ 2 . 5 ga l (55 ~ 65 証う )

ロ 軽震 (We と氷 )

大せいの人に感ずる程度の も ので、 戸、 障子がわずかに動 く のがわか る く ら いの地震

2 . 5 ~ 8 . 0 ga l (65 ~ 75 〔出 )

m 弱震 ( Rathe r st rong )

家屋がゆれ、 戸、 障子がガタ ガタ と鳴動 し 、 電灯のよ う なつ り 下げ物は相当ゆれ器内の水

面の動 く のがわか る程度の地震

8 . 0 ~ 25 . 0 g a l (75 ~ 85 〔舐め

罰 中震 (s t rong )

家屋の震動が激 し く 、 すわ り の悪い花びんな どは倒れ、 器内の水はあふれ出 る 。 ま た 、 歩

いて い る人に も感 じ られ 、 多 く の人々 は戸外に飛び出す程度の地震
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25 0 ~ 8o o ga l (85 ~ 95 溝3 )

V 強震 ( Very st rong )

壁に割 目がはい り 、 墓石、 石ど う ろが倒れた り 、 煙突、 石垣な どが破損す る程度の地震

80 0 ~ 250 0 g a 1 (95 ~ 105 (証う )

W 烈震 ( D 1 s astro us )

家屋の倒壊は 3 0 %以下で山 く ずれが起き地割れを生 じ 、 多 く の人々 はすわ っ て い る こ と

ができ な い程度の地震

250 . 0 ~ 400 . 0 ga l ( 1 05 ~ 1 1 o dB )

W 激震 ( Very D 1 s ast rous )

家屋の倒壊が 3 0 %以上におよ び、 山 く ずれ 、 地割れ、 断層な どを生ずる

400 . 0 g a l ( 1 1 0 証3 )以上

@ (注) ga 1 と 碓 と の換算は周波数が 4 ~ 8 H z と仮定 し 、 1 g a l = 1 cmん 2 = 0 . 0 1 mん 2の関係
か ら振動 レベルを求めた 。 な お 、 本表の加速度値は ピー ク 値であ る 。

各種振動測定調査結果

(1 ) 道路交通振動調査

環境週間 ( 6 月 5 日 ~ 1 1 日 ) の行事の一つ と し て 、 鳥取市 6 地点、 倉吉市 3 地点、 米子市 6 地

点、 及び境港市 3 地点。十 1 8 地点において道路交通振動測定を し併せて 自動車台数 (原付 自動二輪

車以上) を囲査 した 。 (表 1 0 3 )

こ の凋査は振動規制法に基づ く 測定方法で行い 、 そ の 8 0 パー セ ン ト レ ン ジの上端値の昼間の平

均値で見れば、 鳥取市 4 4 ~ 5 0 デジベルα以下 ｢C出｣ と 。己す。 ) 、 倉吉市 4 4 ~ 5 2 (証3 、 米子市 4 5 ~

5 1 dB 、 境港市 3 6~ 5 1 dB であ り 、 いずれの地点において も振動規制法第 1 6 条に基づ く 指定地

域内にお け る道路交通振動の限度と比較すれば限度以下であ る 。

(2 ) 環境振動実態凋査

昭和 5 9 年度中に 、 振動規制法に基づ く 規制地域の指定を行っ て い る 4 市 ( 1 6 地点) 及び港湾

埋立て事業に伴 う 振動監視地点 1 市 ( 4 地点) 。十 4 市 ( 2 0 地点) で実施 し た捌査結果は表 104 の

と お り であ る 。

圏査結果をみ る と 、 いずれの地点において も 、 振動規制法第 1 6 条に規定す る指定地域内におけ

る道路交通振動の限度以下であ る 。

2
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表 1 0 3 環境週間行事にお け る道路交通振動測定圏査結果

(注) 測定値は午前 8 時か ら午後 4 時ま での 2 時間お き 5 回の測定

※印は 、 片側車線の車両台数

※ 1 は 、 道路舗装工事のため若桜橋附近 (定有堂書店前) に移動 した

※ 2 は 、 社屋工事のため米子市公会堂に移動 した

※ 3 は 、 昭和 5 6 年ま では中国電気工事境港出張所前

- 104 -

測 定 地 点 所在地

道路が

有する

車線数

道 路 交 通 振 動 総 車 両 通 過 台 数

振 動 レ ベ ル
〔 8 0 % レ ン ジ

上端値 (d B)〕

道路交通振
動の限度
〔80% レ ンジ

上端風d別

錢域窕

最 高

(大型車)

(台/10
分間 )

最 低

(大型車)

(台/10
分間)

平 均

(大型車)

(台/10
分間 )最高値最低値平均値

鳥取市
鳥 取 駅 前

永 楽
温泉町

2 車 線
を こ え る

5 1 4 6 5 0 第 2 種 7 0 1 54 ( 1 9 ) 1 20 ( 8) 1 33 ( 14 )

※ 1 日 交旅行
セ ン タ ー 薗

末 広
温泉町

2 車 線
を こ え る

5 3 4 3 4 8 メソ " 1 89 (22 ) 1 37 ( 9) 1 65 ( 1 2 )

県 庁 前 東 町
2 車 線
を こ え る

5 0 4 4 4 8 メソ メソ 1 62 (2 7 ) 1 28 ( 1 1 ) 143 ( 16 )

大 村 薬 局 前 片 原 2 車 線 4 6 4 4 4 5 ん7 れソ 1 65 ( 3 ) 9 1 ( 1 ) 1 32 ( 2 )

鳥取警察署附
近 (漁連会館)

青葉町 2 車 線 4 5 4 3 4 4 第 1 種 6 5 340 (24) 204 ( 1 4) 280 (20)

面谷外科附近 吉方町
2 車 線
を こ え る

4 8 4 5 4 6 メソ " 237 (17 ) 1 48 ( 1 0 ) 185 ( 1 3 )

米子市
米 子 駅 前 明治町

2 車 線
を こ え る

5 2 4 7 4 9 第 2 種 7 0 1 55 ( 7) 1 1 3 ( 3 ) 1 38 ( 5 )

中 国 電 力 薗 加茂町
2 車 線
を こ え る

5 2 4 9 5 1 " " 290 (44) 2 1 7 ( 1 8 ) 234 (3 1 )

※ 2

明 治 生 命 前
角盤町

2 車 線
を こ え る

5 1 4 6 4 8 たソ ノン 389 (45 ) 2 59 ( 1 6 ) 333 (33 )

消 防 署 附 近
鯉曵容センス前)

富 士
見 町

2 車 線
を こ え る

5 1 4 7 4 8 者ソ パン 290 ( 18 ) 2 1 2 ( 9 ) 25 5 (1 3 )

鳥 取 銀 行
米 子 支 店 薗

西福原
2 車 線
を こ え る

5 2 5 0 5 1 メソ メソ 395 (33 ) 333 ( 1 9 ) 358 (28)

隠 樹 建 築
事 務 所 前

米 原
2 車 線
を こ え る

4 7 4 3 4 5 第 1 種 6 5 356 (34) 295 ( 1 8) 3 14 (26 )

倉吉市
旧 打 吹 駅 前 明治町 2 車 線 4 7 4 1 4 4 第 2 種 7 0 135 ( 9) 68 ( 4 ) 1 08 ( 6)

倉吉駅前通 り 上 井
2 車 線
を こ え る

5 5 4 8 5 2 " メソ 2 31 ( 19 ) 1 72 ( 9 ) 2 08 ( 14)

宮 川 町
ロ タ ノ ー

宮川町
2 車 線
を こ え る

5 1 4 5 4 7 れソ メソ 29 5 ( 1 1 ) 1 58 ( 2 ) 2 08 ( 6 )

境港市
鳥 取 銀 行
境 港 支 店 前

上道町 2 車 線 4 8 4 6 4 7 第 1 種 6 5 1 24 ( 1 9) 94 ( 1 2 ) 1 1 1 ( 1 5 )

境 公 民 館前 湊 町 2 車 線 5 3 5 0 5 1 メソ メソ 1 36 ( 14 ) 9 1 ( 1 1 ) 1 1 2 ( 13 )

※ 3 山 陰合 同
全厨仔也兄両支店前

外江町 2 車 線 3 9 3 4 3 6 77 ( 7 ) 54 ( 3 ) 62 ( 5 )



′ /勢

昭 和 5 5 年 ~ 5 9 年 の 経 年 変 化 ( 平 均 値 )

道路交通振動 〔 8 0 % レ ン ジの上端値包め〕 総車両通過台数 (大型車)
(台/10分間)

55 年度 56 年度 57 年度 58 年度 59 年度 55 年度 56 年度 57 年度 58 年度 59 年度

4 8 4 6 4 6 4 8 5 0 1 40 ( 7) 1 33 ( 1 7 )
類

7 1 ( 8 ) 1 40 ( 14) 1 33 ( 1 4)

4 8 4 8 4 8 4 9 4 8 34 1 (28) 2 06 ( 17 )
※

78 ( 5 ) 205 ( 13 ) 1 65 ( 1 2 )

4 4 4 3 4 7 4 4 4 8 143 (14) 13 3 ( 13 ) 145 08 ) 1 52 ( 14) 143 ( 1 6)

4 5 4 6 4 4 4 7 4 5 1 62 ( 8 ) 1 50 ( 4)
※

6 1 ( 0 ) 1 38 ( 3 ) 1 32 ( 2 )

4 4 4 0 4 5 4 2 4 4 2 58 (1 9 ) 308 (23) 283 @9 ) 295 ( 18) 280 (20)

4 3 3 9 4 8 4 6 4 6 177 (1 0 ) 1 80 ( 1 5) 1 83 0 7 ) 1 89 ( 1 7 ) 185 ( 1 3 )

5 2 5 3 5 0 4 8 4 9 192 (2 1 ) 188 (2 0 ) 1 17 ( 4 ) 1 18 ( 6 ) 138 ( 5 )

5 0 5 0 5 1 4 9 5 1 3 56 (45 ) 365 (5 3 ) 2 56 G3 ) 2 46 (33 ) 234 (3 1 )

4 6 4 8 5 2 4 7 4 8 333 (43 ) 36 1 (43 ) 3 02 @ 1 ) 3 ] 3 (35 ) 333 (33 )

4 8 5 0 4 5 4 7 4 8 263 (20 ) 242 (23 ) 1 27 ( 5 ) 247 ( 14) 255 ( 13 )

4 9 5 1 5 0 5 0 5 1 377 (36 ) 349 (43 ) 205 02 ) 347 (27) 358 ( 28 )

4 3 4 4 4 5 4 7 4 5 326 (36 ) 264 (32 )
※

175 (1 2 ) 366 (35) 3 14 (26 )

4 0 4 3 4 3 4 3 4 4 99 ( 9) 1 2 1 ( 8) 94 ( 7 ) 1 01 ( 6) 1 08 ( 6 )

4 9 5 2 4 9 5 5 5 2 228 ( 18) 23 1 (20) 258 (16 ) 238 (17 ) 208 (14)

4 6 4 6 4 8 4 7 4 7 2 23 ( 15 ) 2 15 ( 10 ) 1 90 ( 7 ) 2 1 0 ( 6 ) 208 ( 6 )

4 8 4 7 4 9 4 7 4 7 1 29 ( 1 2 ) 1 02 (1 2 ) 1 1 6 (1 0 ) 1 1 1 ( 1 1 ) 1 1 1 (1 5 )

5 0 4 9 4 5 4 8 5 1 1 1 3 ( 1 2 ) 1 06 ( 1 3 ) 97 ( 9 ) 1 00 ( 1 1 ) 1 1 2 ( 1 3)

3 9 4 1 3 7 4 0 3 6 59 ( 6 ) 54 ( 5 ) 52 ( 3 ) 64 ( 8 ) 62 ( 5)
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表 1 0 4 昭和 5 9 年度 環境振動園査結果

(注) 1 . 時間区分 振動 昼間 午前 8 時~午後 7 時 、 夜間 : 午後 7 時~翌 日 の午前 8 時

2 . 測定時刻 午前 5 時 、 7 時、 1 0 時、 午後 4 時 、 7 時、 1 0 時

3 振動の昼間 ･ 夜間の測定値は各時間区分の平均値であ る 。

4 交通量は 、 自動二輪車以上の道路に面す る地点の通過車両台数であ る 。

5 道路名の GE) は主要地方道 (県道) (一) は･一般県道 (県道) であ る 。
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地区測定月日 測 定 場 所 所 在 地 道 路 名 車線数
測定値
80% レ
ン ジの

上端値
( dB )

交 ( 炉大型量
(台/10分間)

道路交通
振動の眼
度80% レ
ソ ジの上

端値ぐ碓)

昼間 夜間 昼間 夜間 区域区分
勢覇
昼 夜
間 間

鳥取市9月25日
山 の 手 セ ン タ 前 吉 方 町 国 道 2 9 号 2 42 36 1 59 ( 8) 1 16 ( め 1具 6 5 60

中 国 電 気 通 信 部 前 湯 所 町 国 道 2 9 号 2 45 40 1 6〇 Gの 50 ( の ･1･よ 65 60

鳥 取 市 文 化 ホ - ル 前
吉 方
温 泉 町

(弓 福 部 鳥 取 線 2 47 42 1 27 (1 1) 83 ( 5) 2 70 65

鳥 取 ス ト ア 前 天 神 町 国 道 5 3 号 4 49 43 2 32 @1) 1 20 G 3) 2 70 65

倉吉市9月粥･19日
市 立 倉 吉 西 中 学 校 裏 秋 喜 鑑倉吉赤碕中山線 2 43 30 58 く り 35 ( 2) 1 65 60

ビ ッ グ フ イ フ ト ー ホ 横 米 田 町 国 道 1 7 9 号 4 34 24 7 1 ( の 3 1 ( 1) すま 65 60

小 林 薬 局 前 明 治 町 国 道 3 l 3 号 2 39 34 1 1 5 (1 1) 48 ( の 2 70 65

上 丼 ビ ル 別 山 根 国 道 1 7 9 号 4 5 1 42 200 @の 94 ( の 2 70 65

米子市9月ゆ･1 1日
後 藤 ケ 丘 中 学 校 入 口 上 後 藤 市 道 外浜街道線 2 47 37 1 0 1 ( 6) 60 ( 2) 1 65 60

戸 口 田 医 院 前 上 福 原 ｣) 皆 生 西 原 線 4 39 32 132 ( 5) 65 ( 1) 1 65 60

高 野 産 業 第 二 倉 庫前 紙 園 町 国 道 9 号 2 48 40 244 61) 1 59 Gの 2 70 65

建 設 省 米 子 出 張所 前 車 尾 国 道 9 号 4 51 47 308 Gの 223 (1の 2 70 65

、/‘境港市9月幻･2 1日1 0月8･9日
境 公 民 館 湊 町 困 米 子 境 港 線 2 50 4 1 100 (1の 54 ( 7) 1 65 60

山陰合同銀行境西支店前 外 江 町 田 米 子 境 港 線 2 37 28 60 ( 助 33 ( 1) 1 65 60

順天堂ハウ ジングフ ン ト前 東 本 町 H 境 港 線 2 39 33 46 ( 1) 20 ( 1) 2 70 65

都 田 水 産 前 上 道 町 国 道 4 3 1 号 4 40 36 1 1 0 ( の 89 ( 6) 2 70 65

喫 茶 マ ノ エ ン ト 前 高 松 町 国 道 4 3 1 号 4 42 34 1 34 @0〕 76 〔 5) 1 65 60

工 業 試 験 場 入 口 新 屋 町 国 道 4 3 1 号 4 38 33 133 Gの 78 ( 5) 1 65 60

北陽 タ イ ヤ サ - ビ ス 前 竹 内 町 国 道 4 3 1 号 4 42 33 164 @の 65 ( 5) 2 70 65

喫 茶 フ ブ ノ ー メ グ 前 メソ 国 道 4 3 1 号 4 38 29 1 69 0" 82 く り 2 70 65



第 2 節 振動の 防止対策

法に よ る規制

( 1 ) 振動規制法

振動規制法 (昭和 5 1 年 1 2 月 1 日 施行) では 、 都道府県知事が振動を防止する こ と によ り 住民

の生活環境を保全する必要があ る と 認め る地域を指定 し 、 こ の地域内にお いて 、 工場及び事業場に

お け る事業店動並びに建役工事に伴 っ て発生する相当範囲にわた る振動 (法第 2 条) につ いて必要

な規制を行 う と と も に 、 道路交通振動に係る要請の措置を定め る こ と などに よ り 、 生活環境を保全

し 、 国民の健康の保護に資する こ と と して い る 。

本県におけ る地域指定状況は次表の と お り であ る 。

表 1 0 5 地域指定状況

告 示 年 月 日 地 域 指 定 市 町 名

昭和 5 3 年 6 月 9 日
(県告示第 531 号~第 533 号)

鳥取市、 米子市、 倉吉市及び境港市の一部

昭和 5 9 年 4 月 2 7 日
(県告示第 360 号~第 362 号)

国府町の一部

表 1 0 6 振動規制の区域の区分 と用途地域の関係

特定工場等にお いて発生す る振動につ いて規制す
る 区域並びに道路交通振動の限度に係る 区域

都市。十画法に基づ く
用途地域の区分

特定建長作業に伴 っ て
発生する振動について
規制する 区域

第 1 種区域
良好な住居の環境を保全する ため 、 特に静穏の

保持を必要とす る 区域及び住居の用 に供さ れて い
る ため 、 静穏の保持を必要とす る 区域

第 1 種住居専用地域

第 1 号区域
(工業地域の う ち 、 学
校、 保育所、 病院、
。の嫌所、 図書館及び
特別養護老人ホ ー ム
の敷地の周囲約 8 0
m以内の区域を含む)

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 2 種区域
住居の用 に併せて商業、 工業等の用 に供さ れて

い る区域であ っ て 、 その区域内の住民の生活環境
を保全する ため 、 振動の発生を防止す る必要があ
る 区域及び主 と して工業等の用 に供さ れて い る区
域であ っ て 、 そ の区域内の住民の生活環境を悪化
さ せな いため 、 著 し い振動の発生を防止す る必要
があ る 区域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域 第 2 号区域

指 定 地 域 か ら 除 外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら除外

(住) 規制の区域を示す図面は 、 県庁環境保全果、 関係市役所及び町役場公害担当課に備え置き 、

三股の縦覧に供 して い る 。
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ア 工場、 事業場振動

工場、 事業場振動について規制の対象と な る のは 、 指定地域内にあ っ て 、 特定施設 (政令第 1

条) を没置 して い る工場及び事業場 (特定工場等 と い う 。 ) であ る 。

特定工場等には、 規制基準の遵守義務が課せ られてお り 、 知事 (指定地域市町村長に事務委任。

以下同 じ 。 ) は規制基準に適合 しな い振動を発生する こ と によ り 周辺の生活環境が損なわれる と

認め る と き は、 振動の防止の方法等に関 し 、 改善等の勧告及び改善命令を行う こ とができ る 。

表 1 0 7 特定工場等において発生する振動についての規制基準

区域の区＼が~蝋閭の区分
昼 間

(午前 8 時か ら午後 7 時ま で)
夜 間

(午後 7 時か ら翌 日 の午前 8 時ま で)

第 1 種 区 域 6 0 デ シベル 5 5 ブシベル

第 2 種 区 域 6 5 テ、 シベ ノレ 6 0 プ、 シベル

〔基準値は特定エ場 (振動規制法施行“令別表第 1 に定め る施長を没置す るエ場 事業場) にお いて 艇》
発生する振動の特定工場等の敷地の境界線上におけ る大き さ 。 〕

イ 建設作業振動

建設作業振動について規制の対象と な るのは 、 指定地域内にお いて 、 建役工事を施工する場合

に 、 特定建設作業 (政令第 2 条) を伴 う 作業であ る 。

特定建設作業には 、 届出義務が課せ られてい る 。 ま た 、 市町村長は、 特定建設作業に伴い発生

す る振動が一定の基準に適合 しな い こ と に よ り 、 周辺の生活環境が著 し く 損なわれる と 認め る と

き は 、 振動の防止の方法等に関 し 、 改善勧告及び改善命令を行う こ とができ る 。
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表 1 0 8 特定建役作業に伴 っ て発生する振動についての規制基準

遷
葉

攝
替

①く い打機( も
んけん及び圧
入式 く い打機
を除 く 。 メ く
い抜機 (油圧
式 く い抜機を
除く 。 ) 又は
く い打 く い抜
機 (圧入式 く
い打 く い抜機
を除 く 。 ) を
使用す る作業

②鋼球を使用
して建築物そ
の他の工作物
を破壊する作
業

⑥舗装版破砕
機を使用す る
作業 (作業地
点が連続的に
移動す る作業
にあ っ て は 、
1 日 にお け る

当該作業に係
る 2 地点間の
最大距離が50
メ ー ト ルを超
えな い作業に
限る 。 )

④ブレーカ ー (手
持式の ものを除
く 。 ) を使用す
る作業 (作業地
点が連続的に移
動する作業にあ
っ て は 、 1 日 に

お け る 当該作業
に係る 2 地点間
の最大距離が50
メ ー ト ルを超え

な い作業に限る。)

適 用 除 外

作業場所の敷
地境界線振動

75プ シベルを
超え な い こ と

75デ シベルを
超えな い こ と

75デ シベルを
超えな い こ ナ

75 プ シベルを
超え な い こ と

作業禁止

の時間帯

錫
午後 7 時~

午前 7 時
午後 7 時~

午前 7 時
午後 7 時~

午前 7 時
午後 7 時~

午前 7 時

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運行、 道路法及び
道交法の 占用及び
許可の夜間指定鰯

午後 1 0 時~
午前 6 時

午後 1 0 時~
午前 6 時

午後 1 0 時~
午前 6 時

午後 1 0 時~
午前 6 時

作業時間
の長さ の
制 限

輻姜 1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止2 号

反域
1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時間

連続 して
作業す る
こ と ので
き る 日数 母国鴛職 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止

作 業 を 禁 止

す る 日

日 曜 日 、

そ の他の休 日

日 曜 日 、

そ の他の休日

日 曜 日 、

その他の休日

日 曜 日 、

そ の他の休 日

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道首の正常
運行、 電業法の必
要作業、 道路法及
び道交法の 占用及
び許可の時、 そ の
イ曲“) ‘大 口 圭野辛

ウ 道路交通振動

振動規制法では 、 指定地域内にお いて 、 市町村長が道路交通振動についてその測定 レベルが-

定の限度を超え 、 道路周辺の生活環境が著 し く 損なわれる と 認め る と き は 、 道路管理者に対 し道
　

路交通振動の防止のための舗装、 維持又は修繕の措置を要請 し 、 又は都道府県公安委員会に対 し

道路交通法の規定によ る措置を執るべき こ と を要請す る こ と がで き る 。

表 1 0 9 振動規制法第 1 6 条第 1 項の規定に基づ く 指定地域内にお け る道路交通振動の限度

区域の区嘉分＼監理の＼区分
昼 間

(午前 8 時か ら午後 7 時ま で)
夜 間

(午後 7 時か ら翌 日 の午薗 8 時まで)

第 1 種 区 域 6 5 デ シベル 6 0 ブ シベル

第 2 種 区 域 7 0 プ シベル 6 5 ブ、 シベル
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2 特定施設等の届出状況

(1 ) 振動規制法によ る特定施設の届出数

表 1 1 0 特定施設の種類別届出数
(昭和 6 0 年 3 月 3 1 日現在)

施没の種類＼~＼、、｣｢~＼＼~＼＼~＼ 市町名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 。十

1 金属加工機械

イ . 液 圧 プ レ ス 2 2 1 3 2 6 4 6 5

ロ . 機 械 プ レ ス 1 6 3 7 8 2 7 2 5 9

7 2ハ . せ ん 断 機 1 4 1 5 2 8 1 5

一 . 鍛 造 機 3 1 6 6 2 5

ホ . ワ イ ヤ フ ォ ミ ングマ ソン

小 。十 2 0 2 5 1 1 4 2 2 6 4 2 1

2 圧 縮 機 4 2 8 0 7 8 4 2 0 4

3 破 砕 機 等

破 砕 機

摩 砕 機 1 2 ‘ 1 2

ふ る い ･1具 ず一▲一

分 級 機

小 。十 1 2 1 1 3

4 織 機

5 影多多少多

コ ン ク ノ ー ト ブ ロ ッ ク マ ソ ン 2 3 5

コ ン ク ノ ト 管製造機械及び
コ ン ク ノ ー ト 柱 製 造 機 械

小 。十 2 3 5

6 木材加工機械

イ . ド フ ム バ ー カ - 3 1 4

ロ . チ ン ノ ぐ し 3 6 3 2 1 4

小 。十 3 9 4 2 1 8

7 印 刷 機 械 4 8 1 6 9 5 7 8

8 ゴム練用又は合成樹脂練用 ロ ー ル機

9 合成樹脂用射出成形機 1 1 1 2 2 3

1 0 鋳 型 造 型 機 9
ー

9

。十 3 2 0 1 6 9 2 4 5 3 7 0 7 7 1

届 出 工 場 ･ 事 業 場 4 4 4 7 2 4 2 1 0 1 3 6

(2 ) 振動規制法によ る特定建設作業届出数

表 1 1 1 特定建設作業の種類別届出数
(昭和 5 9 年度中)

種 類 ＼＼＼＼＼市町名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 。十

1 く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 7 5 9 9 3 7 8

2 鋼 球 を 使 用 し て 破 壊 す る 作 業

3 舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作 業 1 1 1 1

4 プ レ ー 力 を 使 用 す る 作 業 3 1 5 1 1 9

。十 1 0 8 5 1 0 3 0 1 0 8
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第 5 章

第 1 節 悪臭の現況

われわれが悪臭に対 して も っ て い る嫌悪感や不快感は 、 生活環境、 生活様式~ 個人差等によ っ て異な

っ て い る 。 悪臭苦情は 、 悪臭発生対象事業場の多様化 と 、 田園地域の宅地化や事業場に近接する住宅の

増加等に加えて 、 個人の感情、 利害等が関与 して表面化 し 、 訴えの範囲 も広がる傾向にあ る 。

県内の悪臭発生事業場は中小規模の ものが多 く 悪臭防止技術の困難さ 及び経済的な面か ら悪臭防止

対策がお く れてい るのが現状であ る 。

昭和 5 9 年度の悪臭に関す る苦情受理件数は 4 1 件で 、 総苦情受理件数 193 件の 2 1 % と な っ てお り 、

発生源別では事業に関連 した も のの う ち製造業によ る ものが 1 1 件 ( 2 7 %) で最も 多か っ た 。

/@ 悪臭防止法 るこ よ り 悪臭物質 と して指定さ れたア ンモー ア等 8 物質について 、 悪臭を発生す る工場、 事
業場等 1 3 施役延べ 1 3 地点で環境大気中の濃度を測定 し者めミ 規制地域内の 1 2 事業場で排出 さ れた悪

臭物質が当該区域の基準値を超えたものはな く 、 規制地域外の 1 事業場で も A区域の規制基準 (悪臭強度

2 5 ) 以下であ っ た 。 ま た 、 環境大気中の濃度を 4 地点で測定 したが すべての地点でA区域の規制基

準以下であ った。 (表 1 12 )

@

悪 臭
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表 1 1 2 昭和 5 9 年度悪臭測定結果

採 取 場 所 発 生 源
規制地域

の 区 分

測定回数

(地点)

悪

ア ン モ ニ ア メチルメル伏7フ汐ン

鳥 取 市 秋 里 し尿処理施段 A ･14 0 . 04 N D

鳥 取 市 湯 所 町 魚粉 製 造所 A て.I▲ N D N D

鳥 取 市 立 川 町 豚 舎 A 1･I- N D N D

鳥 取 市 朝 山 町 豚 舎 A J▼■■｣ 0 30 N D

米 子 市 紙 園 町 と 畜 場 A 1.▲ N D N D

米 子 市 吉 岡 K . P A 1l- 0 00 1 8

倉 吉 市 和 田 東 町 ご み 焼 却 場 A T｣ N D N D

N D倉 吉 市 小 田 し尿処理施設 A 1 N D

米 子 市 安 倍 し尿処理施設 C 1 N D N D

倉 吉 市 清 谷 魚肉缶詰製造 C 1 0 19 0 . 00 1 0

境 港 市 小 篠 津 町 畜 産 団 地 C 1 1 .4 N D

境 港 市 渡 町 化 製 場 C 1 0 .7 N D

鳥 取 市 三 津 豚 舎 1 0 14 N D

西 伯 郡 大 山 町 安 原 豚 舎
L 一

1 0 42 N D

西 伯 郡 大 山 町 荘 田 豚 舎 1 0 .郎 N D

西 伯 郡 大 山 町 上 中 高 豚 舎 1 0 .37 N D

西 伯 郡 大 山 町 大 山 口 撰呆 憶兄 1 0 .20 N D
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/◎

臭 物 質 濃 度 ( p p m )

硫 化 水 素 硫化 メ チ ル ト ノ メチルア ミ ン 二硫化メ チル アセ トアルプヒ ト ス チ レ ン

0 004 1 N D N D N D

0 . 0005 N D 0 0008 N D N D

N D N D N D N D

0 . 0007 N D 0 .0 003 N D

0 . 0025 0 00 1 8 N D N D

0 . 0030 0 00 1 5 0 0037

0 0003 N D N D N D

0 0005 N D N D N D

0 .0 027 0 . 00 1 2 N D N D

0 .0036 N D 0 0027 N D

0 .0027 N D N D N D

0 0025 N D N D N D

0 0006 N D N D N D

0 0003 N D N D N D

0 . 00 1 2 N D N D N D

0 . 0005 N D N D N D

N D N D N D N D
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第 2 節 悪臭防止対策

法令に よ る規制

悪臭公害か ら生活環境を守る ため 、 昭和 4 6 年 6 月 1 日悪臭防止法が制定さ れ、 昭和 4 7 年 5 月 3 1

日か ら施行さ れた。 こ の法律は住民の生活環境を保全す る ため 、 住居が集合 して い る地域、 学校、 病

院等の周辺その他悪臭を防止す る必要があ る と 認め られる地域を対象と して知事が地域を指定 し 、 指

定地域内で事業活動に伴っ て発生す る悪臭物質の排出について規制基準を設定す る こ と と さ れて い る。

しか し 、 工業専用地域について は地域の特殊性か ら原則 と して規制地域の対象と さ れて いない。

県では昭和 48 年 1 0 月 1 2 日 告示第 767 号で鳥取市ほか 3 市 9 町 1 村を 、 昭和 4 9 年 7 月 2 日告

示第 57 1 号で東伯町ほか 4 町を 、 昭和 5 6 年 3 月 2 4 日 告示第 283 号で岩美町ほか 4 町 1 村を規制地

域と し て指定 し 、 5 物質について規制基準を定め、 ま た 、 同 じ く 5 物質につ いて昭和 5 6 年 3 月 2 4

日告示第 284 号で米子市、 日 吉津村の規制地域の一部拡大を、 さ ら に昭和 5 8 年 6 月 7 日告示第 51 3

号で淀江町の規制地域の一部拡大を行っ た。 ⑲
昭和 5 1 年 9 月 1 8 日悪臭防止法施行令の一部改正によ り 悪臭物質と して追加指定さ れた 3 物質に

ついては、 昭和 5 6 年 3 月 2 4 日 告示第 285 号で鳥取市ほか 3 市 5 町 2 村を、 昭和 5 8 年 6 月 7 日告

示第 5 1 4 号で国府町ほか 1 3 町について規制地域を指定 し規制基準を定めて い る 。

ま た 、 昭和 5 9 年 4 月 2 7 日告示第 359 号で佐治村、 用瀬町並びに中山町を規制地域 と し て指定 し、

8 物質について規制基隼を定めて い る 。

悪臭規制指定地域内の事業場等には規制基準の遵守義務が課せ られてお り 、 知事 (指定地域市町村

長に事務委任) は 、 事業活動に伴 っ て発生する悪臭物質の排出が規制基隼に適合 し ない こ と に よ り 周

辺住民の生活環境が損なわれて い る と認め る場合には 、 施設等の改善勧告、 更には改善命令を行 う こ

とができ る 。 現在規制対象と さ れてい る悪臭物質は、 ア ンモ ニ ア 、 メ チ ルメ ルカ ブタ ン 、 硫化水素、

硫化メ チル、 ト リ メ チルア ン 、 二硫化メ チ ル、 ア セ ト アルデ ヒ ド 、 ス チ レ ンの 8 物質であ る 。

本県におけ る悪臭規制の状況

規制区域と規制基準

表 1 1 3 昭和 4 8 年 1 0 月 1 2 日鳥取県告示第 767 号

(ppm )深浅き礎 ア ンモニア
メ チ ノレ メ ノレ

力 ブ タ ン
硫 化 水 素 硫化メ チル

ト ノ メ チル
ア ミ ン

A 2 . 5 11 0 002 0 02 0 0 1 0 005

B 3 . O 2 0 . 004 0 06 0 05 0 02

C 3 5 5 0 0 1 0 2 0 2 0 07

⑩
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表 1 1 4 昭和 5 6 年 3 月 2 4 日鳥取県告示第 285 号

悪臭物質

""~＼~＼臭＼蝨＼ば＼")区 域

二硫化メ チ ル ア セ ト ア ノレブ ヒ ド ス チ レ ン

規制地域全域 2 . 5 0 . 009 0 . 05 0 4

表 1 1 5 悪臭物質の臭気強度別濃度

臭 気

強 度

ア ン

モー ア

メ チ ノレ

メ ルカ

ブタ ン

硫 化

水 素

硫 化

メ チル

ト ノ メ チ

ノレア ミ ン

二硫化
メ チ ノレ

ア セ ト ア

ルデ、 ヒ ド
ス チ レ ン 備 考

2 0 0 5 0 0005 0 . 006 0 . 003 0 00 1 0 003 0 01 0 2

2 . 5 ｣1I▲ 0 002 0 02 0 0 1 0 005 0 009 0 05 0 4
総理府令に
よ る下限

3 . O 2 0 004 0 06 0 05 0 02 0 03 0 1 0 . 8

3 5 5 0 0 1 0 2 0 2 0 07 0 1 0 5 2
総理府令に
よ る 上限

4 0 1 0 0 03 0 7 ｣1I.▲ 0 2 0 . 3 1 4

(@
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表 1 1 6 悪臭規制地域 ( 5 物質分 ア ンモ ニ ア 、 メ チ ルメ ルカ ブタ ン 、 硫化水素、 硫化メ チ ル、

ト ノ メ チ ルア ン )

告 示 ･

施 行 年 月 日

規 制 地 域
告 示 ･

施 行 年 月 日

規 制 地 域

市町村名
地域内 の 区分

市町村名
地域 内 の 区分

A B C A B C

告示

昭和 4 8 . 1 0 . 1 2

第 767 号

施行

昭和 4 8 . 1 0 1 2

( 4 市 9 町 1 村)

鳥 取 市 ○ ○
告示

昭和 4 9 ‐ 7 ‐ 2

第 57 1 号

施行

昭和 4 9 ‐ 7 ‐ 2

( 5 町)

八 東 町 ○

米 子 市 ○ ○ 気 高 町 ○ ○

倉 吉 市 ○ ○ 関 金 町 ○

境 港 市 ○ 東 伯 町 ○ ○

国 府 町 ○ ○ 名 和 町 ○

郡 家 町 ○

告示

昭和 5 6 ‐ 3 ‐ 2 4

第 283 号

施行

昭和 5 6 ‐ 4 ‐ 1

( 5 町 1 村)

岩 美 町 ○ ○ ○

鹿 野 町 ○ 船 岡 町 ○ ○ ○

青 谷 町 ○ 河 原 町 ○ ○

羽 合 町 ○ 泊 村 ○ ○

東 郷 町 ○ ○ 西 伯 町 ○ ○

三 朝 町 ○ 会 見 町 ○

赤 碕 町 ○
告不

昭和 5 9 ‐ 4 ‐ 2 7
第 359 号

施行
昭和 5 9 ‐ 5 ‐ 1

( 2 田工 1 村)

用 瀬 町 ○

佐 治 村 ○日吉津村 ○ ○

淀 江 町 ○ 中 山 町 ○ ○

合 。十 4 市 2 1 町 3 村

表 1 1 7 悪臭規制地域 ( 3 物質分 : 二硫化メ チル、 ア セ ト ア ルブ ヒ ド 、 ス チ レ ン )

告示 ･ 施行年月 日 規 制 地 域 規 制 基 準

告示 昭和 5 6 . 3 . 2 4
第 285 号

施行 昭和 5 6 . 4 . 1
( 4 市 5 町 2 村)

鳥取市、 米子市、 倉吉市、 境港市、 岩美町、 船岡町、

河原町、 旧村、 西伯町、 会見町、 日吉津村
臭気強度 2 . 5

告示 昭和 5 8 . 6 . 7
第 5 14 号

施行 昭和 5 8 . 6 . 1 4
( 1 4 町)

国府町、 郡家町、 鹿野町、 青谷町、 羽合町、 東郷町、

三朝町、 赤碕町、 淀江町、 八東町、 気高町、 関金町、

東伯町、 名和町

臭気強度 2 . 5

告示 昭和 5 9 . 4 . 2 7
第 359 号

施行 昭和 5 9 5 . 1
( 2 町 1 村)

用瀬町、 佐治村、 中山町 臭気強度 2. 5

C注) 規制区域を示す図面は 、 県庁環境保全課、 関係市役所及び町村役場公害担当課に備え置き 、 二般
の縦覧に供 してい る 。

- 1 1 6 -



2 悪臭防止対策

悪臭規制地域内 にお いて 、 悪臭物質を排出 し て い る 事業場に対す る施没の改善指導、 悪臭物質の測

定等に関 し て は 、 市町村長に権限が委任さ れてい る が、 悪臭物質の捕集測定分析につ いて は 、 現在の

と こ ろ市町村では測定体制の整備が困難なため 、 県は測定、 分析等に関 して積極的な援助を行 っ てい

る と こ ろであ る 。 しか しなが ら今後は 、 市町村に即応性のあ る悪臭分析体制が確立さ れ る こ とが望ま

れる 。

現在、 法律で規制さ れて い る悪臭物質は 8 物質に限 られて い るが、 悪臭物質は他に も 多 く 、 複合悪

臭 も あ り 、 法規制 と悪臭被害の実態と に差があ る こ と 、 更に技術的な面で悪臭物質を的確に把握 し難

い等の問題点があ るが、 地域住民か ら苦情のあ っ た も の について は 、 発生原因者に対 して施設、 作業

方法等の改善等必要な措置によ っ て悪臭被害を防止する よ う 指導 して い る 。

なお 、 すべての悪臭に対処す る ため環境庁は官能試験法 (三点比較式臭袋法) の採用を 自治体に対

し推進 してお り 、 機器測定法を補完 し悪臭評価に資す る こ と を要望 し 、 試験方法等 も提示 し て い るが

@ 規制方法や機器整備、 試験パネ ルの養成確保な ど今後の課題であ る 。

①
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第 6 章 地 盤 沈 下

本県の地盤沈下は建設省国土地理院が実施 した水準測量によ っ て 、 鳥取市本町 (遷喬小学校) にあ る

一等水準点で昭和 4 0 年か ら 4 5 年ま でに 1 3 . 8 cmの沈下が観測された。

ま た 、 環境庁は昭和 4 6 年度に地盤沈下メ カ ニズ ム研究会に全国凋査を委託 し 、 鳥取平野がその対象

と して概況圏査がさ れた。

県では 、 こ れを契機と して昭和 4 8 年度に専門家によ る地盤沈下協議会を設置 し 、 昭和 4 9 年度鳥取

市に水準点 5 点を設置する と と も に国土地理院に水準測量を要請 し 、 そ の後、 昭和 5 1 ~ 5 3年度に県

国土地理院共同で、 昭和 5 4 年度以後は県単独で、 水準測量を実施 してい る 。

亀 地盤沈下の状況

昭禾ロ 5 9 年度 ( S 5 8 . 7 ~ 5 9 . 7 ) の 1 年間の地盤沈下状況は 、 水隼点 2 1 点中最大が、 秋里 〔因 ◎
幡浄苑 水隼点番号(7 ) 〕 の 2 . 3 7 cm 、 次いで田園町四丁目 〔建段省鳥取工事事務所 . 水準点番号睫園〕

の 2 . 2 0 cm 、 江津 〔中央病院 水準点番号旧) 〕 の 2 . 1 9 cm と な っ て い る 。

年間 2 cmを越え る沈下が観測さ れたのは以上の 3 地点で、 いずれ も市街地北部に集中 してお り 、 年

間 l cmを越えた地点 も 、 安長 〔国道 9 号線安長ノ羨停南 : 水準点番号 009 一 2 1 0 〕 秋里 〔工業試験場

水隼点番号⑩〕 、 田園町三丁 目 〔国道 2 9 号線喫茶あ どあ雨 水準点番号 0 2 9 一 1 1 9 〕 の 3 地点

( 1 . 2 6 ~ 1 . 0 2 cm ) で、 やは り市街地北部に集中 して い る 。

他の 1 5 地点は 、 全て年間 1 cm未満の沈下と な っ て い る 。

沈下量は~ 市街地南部に行 く に従 っ て減少 してお り 、 寿町 〔西中正門前 ; 水準点番号田〕 で 0 . 5 2

cm 、 本町一丁目 〔遷喬小 : 水隼点番号 1067 〕 で 0 . 2 1 今町二丁目 〔今町交差点 水準点番号 053

- ] 33 〕 では 0 0 4 cm と わずかにな っ て い る 。

2 沈下量の推移

⑩
昭和 4 9 年度か ら測量を実施 して い る 1 4 地点の中で、 最大の沈下量を示す田園町三丁目 〔国道29

号線喫茶あ どあ前 : 水準点番号 029 一 1 19 〕 についてみ る と 、 昭和 4 9~5 5 年度の年間沈下量は3 9 0

~ 3 5 5 cmで 、 毎年ほぼ同量の沈下であ っ たの に対 し 、 昭和 5 6 年度は 2 . 6 1 cm 、 昭和 5 7 年度は 2 . 2 5

cm と減少 して き てお り 、 昭和 5 8 年度は 1 1 6 cm と初めて 2 cm未満の沈下と な り 、 昭和 59年度は1 . 0 2

cm と さ ら に沈下量の減少がみ られ る 。

他の地点で も 、 昭和 5 9 年度の沈下量と昭和 4 9 ~ 5 8 年度の年間沈下量を比較す る と 、 年度によ

り 増減はあ る も のの 、 いずれの水隼点 も沈下量は減少 し て い る 。

ま た 、 昭和 5 3 ~ 5 5 年にかけて新た に測量を開始 した 7 地点について も 、 昭和 5 9 年度の沈下量

- 1 18-



は以前に比べて減少 して い るが 、 市街地北部の地点では依然年間 2 cm以上の沈下がみ られる 。

次に 、 水準点 2 1 点中の 、 年間 2 cm以上沈下 した地点の数をみ る と 、 昭和 5 6 年度が 5 地点、 昭和

5 7 年度が 4 地点、 昭和 5 8 年度及び昭和 5 9 年度が 3 地点 と減少 して き て い る 。

以上によ り 、 全体的にみ る と 、 鳥取市市街地北部にお いて は依然沈下が継続 して い るが そ の他の

地域では鈍化の傾向にあ り 、 特に南部では沈下量がご く わずか と な っ て い る地域があ る 。

3 地盤沈下原因の推定

鳥取平野は 、 千代川の流域に発達 した冲積平野で、 層厚 5 0 m程度の洪積層 と 、 層厚 3 0 m程度の

沖積層が発達 し 、 いわゆ る軟弱地層と な っ て い る 。

地盤沈下の原因について は 、 沖積層の粘土層 、 特に軟弱な上部粘土層 鱈!厚 5 ~ 1 o m程度) の圧

密に よ る も の と想定さ れ るが、 地質の状況、 地下水利用及び都市化の進捗状況等によ り 、 地区によ っ

て沈下量に差が見 られる も の と思われる 。
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表 1 1 8 鳥取市内各水準点の沈下量

水 準 点 番 号
029

-1 1 9

009

-209
田

029

-1 18
1 067 圏 1 068 (2 ) {4 )

所 在 地 田園町三丁目 松並町二丁目 寿町 西町五丁目 本町一丁目 行徳 新品治
方

温

目 泉 幸町
昭和 5 9 年度の沈下量

〔 S 58 . 7 ~ 59 . 7 )
1 . 0 2 0 . 5 9 0 . 5 2 0 . 4 4 0 . 2 1 0 2 3 0 . 2 4 0 0 9 0 0 4

昭和 4 9 ~ 5 9 年度の

沈下量

〔 S 49 . 6 ~ 59 . 7 〕

( ) は平均年間沈下量

2 9 . 9 0

(2 . 9 7 )

1 5 . 1 4

( 1 . 5 0 )

1 4 . 3 3

(1 . 4 2 )

1 2 . 2 4

(1 . 2 1 )

1 0 2 7

(1 . 0 2 )

83 7

( 0 8 3)

5 9 9

(0 . 5 9 )

4 . 9 0

(0 . 4 9)

2 . 6 5

(0 , 2 6 )

備 考 国道“号線喫茶あどあ前 国道9号線ホルモンマコ前
西

正

門
目 j

大 国
平 道
ビ 29

ル 号
前 線

遷
喬
小
学
校

慈
眼
寺

霜
寺 暴

議

市
立
病
院

(注) 1 . 0 53 -1 33 は 、 昭和 5 4 年度水準点が移動 し 、 5 5 年度か ら測量を再開 し た も の 。

2 . ｢建｣ は 、 昭和 5 3 年度か ら測量を開始 した も の 。

3 029-n7 は 、 昭和 5 4 年度か ら測量を開始 し た も の。

4 . ( 7 ) 、 (8 ) 、 009-2 10 、 (9 1 、 0のの 5 点は、 昭和 5 5 年度か ら測量を開始 した も の 。

5 沈下量の 十 は隆起 した もの 。

図 9 主な水隼点の累。十沈下量

昭和 年月

49 6 5 1 6 52 7 5 3 7 54 7 55 7 5 6 7 57 7 部 7 59 7

1 9 2 1 2 1 ゞノ4 5 1 富安 く 職業ガ鰊校 )

42 4 8 4 8 45 皿 秋里 ( 工業試験場 )
45 6 5 汐 2 ) 古方温泉 ( 日進小 )

3 7 ･ , 8 熱 瀞o馨者盤だゾ ◎

1 1~ 1o 4 1 9 7 1円まこ萎副賞繊麗襲わ

0芻樋田櫻藤号一線丁場芥あどあ萌 )
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図 1 0 鳥取市地盤沈下等量線図 (昭和 5 8 年 7 月 ~昭和 5 9 年 7 月 の沈下量 cm)
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